
平成６年４月２０日 

                市 長 決 裁  

 

千歳市保健福祉調査研究委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉を取り巻く様々な環境の変化に対応した保健福祉の推進に当たり、総合

的に調査、研究し、もって市民の福祉増進を図るため、千歳市保健福祉調査研究委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、市長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項について調査、研究し、

意見を具申するものとする。 

(1)  保健、福祉等の市民福祉に関すること。 

(2)  その他市民福祉の増進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、２２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1)  知識及び経験を有する者 

(2)  関係機関又は団体を代表する者 

(3)  市長が別に定めるところにより公募で選考した者 

(4)  その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、補充により委嘱された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 任期の満了又は委員の補充以外の理由により新たに委嘱される委員の任期は、第１項

の規定にかかわらず、他の委員の任期の満了日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員が互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議の運営） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員長が必要と認めたときは、関係機関等に職員の出席を要請することができる。 

（専門部会） 

第７条 委員会に、専門部会を置くことができる。 

 



（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。 

（委員長への委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成６年４月２０日から施行する。 

２ 千歳市福祉調査研究委員会設置要綱（平成４年１月１４日市長決裁）は廃止する。 

   附 則（平成９年６月１１日） 

この要綱は、平成９年６月１１日から施行する。 

   附 則（平成１０年６月１９日） 

この要綱は、平成１０年６月１９日から施行する。 

   附 則（平成１４年１１月２１日） 

この要綱は、平成１４年１１月２１日から施行する。 

 


